
別表(第 2条関係) 

 

 (あ) (い) 

項 地域 高さ 

(一) 1 第一種低層住居専用地域 10メートル 

2 第一種中高層住居専用地域 

3 第二種中高層住居専用地域 

4 第一種住居地域 

5 第二種住居地域 

6 近隣商業地域 

7 準工業地域 

8 前各号の地域の周辺 10メートル以内の地域 

(二) 1 工業地域 15メートル 

2 前号の地域の周辺 10メートル以内の地域 

(三) 前各項以外の区域 10メートル 

この表において、(二)項の地域のうち、(一)項又は(三)項の地域に含まれる地域にあっては、

それぞれ(一)項又は(三)項を適用する。 

 


